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  地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき実施した、水道部に

係る定期監査の結果を同条第９項の規定により別紙のとおり公表する。 
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定期監査結果報告 

 

 

１ 監査の基準 

  敦賀市監査基準に準拠 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第４項に基づく定期監査 

   

３ 監査の対象 

  水道部 

経営企画課、上水道課、下水道課 

    

４ 監査の範囲 

  令和２年度及び令和３年度（４月から５月末まで）における水道事業及び下

水道事業の財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の管理状況 

 

５ 監査の実施日 

  令和３年６月３０日 

 

６ 監査の実施内容 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正に行われている

かについて、正確性、合規性、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）の観点から、

関係書類の調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取し監査を実施した。 

  

７ 監査の着眼点 

（１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）事務処理で法令に違反するものはないか。 

（３）事務の執行が適正かつ的確に行われているか。 

（４）経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されている

か。 

（５）業務の改善と効率化を図り、経営の合理化に努めているか。 

 

 



８ 監査の結果 

水道事業及び下水道事業における財務に関する事務の執行及び経営に係る

事業の管理については、監査した範囲において、おおむね適正に行われている

ものと認められた。 

なお、次の事項については、必要な措置を講じるよう求める。 

 

（１）固定資産台帳の記載について  

   固定資産台帳の記載について、建物と機械及び装置を分類せずに一式で記

載している事案が見られた。将来的に、その一部の入替えあるいは除却等を

行う可能性があることを考慮し、個別の金額が算定できるよう記載の仕方に

ついて検討いただきたい。               （上水道課） 

 

（２）固定資産の管理について  

   固定資産の管理について、固定資産台帳上除却した機械の一部を加工し、

別施設の固定資産である機械の部品として再利用した事案に関し、固定資産

を財産として正しく認識し、適切な管理を行うよう努められたい。 

（下水道課） 


